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※「徳島県キャリア教育推進指針Ⅲ」をはじめ、国や徳島県のキャリア教育に関する最新情報は、

総合教育センターＷｅｂサイトで確認してください。 

    https://www.tokushima-ec.ed.jp/kyariakyouiku 
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ⅢⅢ  生生涯涯学学習習  
 

１１  ななぜぜ生生涯涯学学習習社社会会をを目目指指すすののかか  

  「人生100年時代」、「超スマート社会（Society 5.0）の到来」、 「ＤＸの社会実装の加速」など、社

会が急激な変化を続けるＶＵＣＡ （変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代にあって、一人一人

が変化を前向きに受け止め、未来の社会を自立的に生き、個人の幸福（ウェルビーイング）を実現

していくことが求められている。特に近年は、生成ＡＩの利活用が社会の共通基盤となり、産業構

造や働き方の本質的な変容が進む中で、個人のリスキリング（学び直し）や高度なスキルアップの

必要性はかつてないほど高まっている。こうした状況を踏まえると、学校教育を終えた後も生涯に

わたり、新たな知識や技能、教養を主体的にアップデートし続けていくことが不可欠である。また、

出産や子育て、介護など、多様なライフステージに応じた活躍支援や、若者の主体的な社会参画の

観点からも、社会人の学び直し（リカレント教育）の強化・推進がより一層重要となっている。加

えて、地域における学びの場の質の向上や、メタバース等の先端技術を活用したオンライン学習機

会の定着など、誰もがアクセス可能な柔軟な学習環境の構築も重要な視点となっている。   

2006年（平成18年）12月改正の教育基本法第３条において、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、

豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所におい

て学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならな

い。」として、生涯学習の理念が明記された。また、推進期間の後半を迎えた「第４期教育振興基本

計画」（2023年６月閣議決定）においても、「子供や若者、社会人、高齢者など、年齢を問わず学び続

け、生涯学習を通じて自らの向上や地域や社会への貢献の意欲をもち、当事者として地域社会の担

い手となる人を尊重する社会」の実現が掲げられ、社会教育が果たす役割の大きさが再認識されて

いる。国民一人一人が生涯を通じて学ぶことのできる環境の持続的な整備、個別最適な学習機会の

提供、さらに学習成果がデジタル証明（デジタルバッジ）等によって適切に可視化・評価され、そ

れを生かして多様な分野で活躍できる仕組みづくりなど、生涯学習社会の深化に向けた実効性のあ

る取組が求められている。    

 

２２  生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育ををめめぐぐるる現現状状・・課課題題  

  ((11))  社社会会的的包包摂摂のの実実現現  

  ① 地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境をつくっていく上で、社会教育は極めて

重要な役割を果たすことが期待されている。特に、社会的孤立の防止に向け、誰もが「居場所」を

実感し、他者とのつながりの中でウェルビーイングを実感できる場づくりが求められている。 

  ② 高齢者や外国人、障がいのある方等、様々な理由で困難を抱える人たちに対し、知識や技能を習

得する機会を充実するなど、社会教育における誰一人として取り残すことのない学習機会の拡充が

重要である。 

 

  ((22))  人人生生110000年年時時代代とと生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

  ① マルチステージの人生においては、必要な時に必要な学びを通じ成長し、心身の健康を保持しな

がら活動できることが求められる。また、職場や職種の転換を経験する機会も増える可能性が高ま

るため、必要な資質・能力等を更新できる学びの場が重要である。 
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  ② 生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」の最大化に向け、職業に必要な知識やスキル

を、生涯を通じて身に付けるための社会人の学び直し（リカレント教育）の強化、推進がより一層

求められている。 

  

  ((33))  SSoocciieettyy55..00にに向向けけたたここれれかかららのの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

   ① 生成ＡＩ等の普及により、時間的・空間的な制約を超えた学びや個々のニーズに応じた個別最適

な学びなど、新しい技術を活用した様々な学びの在り方が可能になる。先端技術を活用した学びの

利点を最大限生かし、取組を更に充実・発展していくことが求められる。 

   ② 国民全体がデジタル社会へ対応していくために、ＡＩリテラシーを含む高度なデジタルリテラシー

を向上させていくとともに、住民の安全や命を守ることにもつながるよう、ＩＣＴ機器を利用できる

者とできない者の格差（デジタル・ディバイド）の解消を図ることが重要である。 

 

３３  新新ししいい時時代代のの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育のの広広ががりりとと充充実実にに向向けけてて  

  ((11))  新新ししいい時時代代のの学学びびのの在在りり方方  

   ① いわゆる講義形式で知識をインプットする「学び」だけでなく、疑問をもち、課題を見付け、考

えを発信し、他者と共に考え、新たな考えを創造するといったことも「学び」の重要な要素となる。

これに加え、生成ＡＩ等の先端技術を使いこなし、自らの思考を拡張させる学びが求められる。 

   ② 様々な背景を有する多様な世代の人たちがつながり、共に学び合うことにより、新たなアイデア

が生まれ課題解決につながることや、他者を理解し、受け入れ、共生する社会の実現につながるこ

とが期待される。 

  ③ 新しい技術を活用した「オンラインによる学び」と、「対面による学び」を最適に組み合わせた 

「ハイブリッド型の学び」により、個々の状況に応じた個別最適な学習がさらに豊かになる。 

 

  ((22))  「「命命をを守守るる」」生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

   ① 未知の感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり課題解決に向けて共に学び合っ

たりする機会の充実は、あらゆる人々の「命を守る」ことに直結する。 

   ② 「誰一人として取り残さない」包摂的な社会の実現のため、様々な人たちに必要な学びの機会を

設けることが重要である。そのために、学びを通じて人々の生命や生活、心の健康を守る「命を守

る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要となる。 

 

  ((33))  推推進進ののたためめのの方方策策  

   ① 学びの活動をコーディネートする人材の育成・活用 

    ア 社会教育士の取組事例や成果を具体的に紹介し、多様な場での活躍を促進する。 

    イ 多様な人材が社会教育主事講習を受講できるよう、オンライン等による受講機会の確保などの

条件を整備する。 

   ② 新しい技術を活用した「つながり」の拡大  

    ア ＭＯＯＣｓ（大規模公開オンライン講座）や放送大学などの積極的な活用をこれまで以上に推

進する。 

    イ 社会教育施設におけるＩＣＴ環境の整備推進のため、既存財源の活用や企業との協働等の創意

工夫を凝らした取組を促進する。 
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    ウ デジタル・ディバイド解消のため、社会教育施設等でのＩＣＴリテラシー、ＡＩリテラシーを

身に付ける学習機会を充実させる。 

   ③ 学びと活動の循環・拡大 

    ア 生涯学習の分野におけるＩＣＴ等を活用した学習履歴の可視化について、推進方策を検討する。 

    イ より多くの人たちが自主的に学びの活動に参画するような工夫として、ボランティア活動をポ

イント化し、それを地域での購買や学校等への寄附に利用できるようにするといった特色のある

取組を推進する。   

④ 個人の成長と社会の発展につながるリカレント教育の推進  

    ア 大学や専門学校等と産業界が連携した実践的な教育プログラムを開発・拡充する。  

    イ 大学や専門学校等における遠隔授業のリカレント教育への活用を積極的に推進する。 

    ウ リカレント教育を支える専門人材の育成に取り組む。 

   ⑤ 各地の優れた取組の支援と全国展開  

     先進的な事例等の分かりやすい形での情報提供や、関係者がノウハウ等を共有する機会を充実さ

せる。 

 

４４  生生涯涯学学習習とと学学校校教教育育  

  ((11))  開開かかれれたた学学校校づづくくりり  

    学校は地域における学習活動の身近な拠点となり得る施設であり、学校外の学習活動の振興におい

ても大きな役割を果たすものである。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、地域でど

のような子供たちを育てるのかという目標を保護者や地域住民と共有し、地域と一体となって子供た

ちを育てていくことが重要である。 

 

  ((22))  学学校校・・家家庭庭・・地地域域のの連連携携  

    教育基本法の改正では、教育を貫く重要な理念として「生涯学習の理念」が明記され、加えて「家庭

教育」「社会教育」「学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力」等の新設・改正等、子供は「社会の宝

物」として、社会全体で子育てに取り組むことの重要性を打ち出している。 

    さらに、平成29年に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく「コミュニ

ティ・スクール」と、同年に改正された「社会教育法」に基づく「地域学校協働活動」とが一体的かつ

強力に推し進められている。学校が保護者や地域住民などと教育課程に関する情報や課題・目標を共

有するとともに、地域の人的・物的資源を活用しながらＰＤＣＡサイクルを機能させ、教育活動の展

開を可能にするこの取組は、未来を担う子供の成長を支援することはもとより、持続可能な地域づく

りにもつながる施策である。 

 

５５  学学習習指指導導要要領領のの基基本本的的なな方方向向性性  －－学学校校教教育育とと社社会会ととのの連連携携－－  

  学習指導要領に関する中央教育審議会答申（平成28年12月21日）によると、グローバル化が進展し複雑

で加速度的に変化する社会の中で、子供たちが自らの人生や社会をよりよく変えていくために必要な力

を身に付けるためには、予測できない変化に自ら向き合い、主体的に学び続けようとする姿勢が重要であ

ると指摘されている。また、生成ＡＩ等の急速な普及により、知識の習得だけでなく「情報の真偽を見極

める力」や「問いを立てる力」がより一層重視されている。 

  そのような姿勢を育てるためには、自らの意志により生涯を通じて学びに向き合い、自らの可能性を高

めていこうとする生涯学習に取り組める環境が大切になってくる。その環境づくりのためには、学校が家
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  ② 生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」の最大化に向け、職業に必要な知識やスキル

を、生涯を通じて身に付けるための社会人の学び直し（リカレント教育）の強化、推進がより一層

求められている。 

  

  ((33))  SSoocciieettyy55..00にに向向けけたたここれれかかららのの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

   ① 生成ＡＩ等の普及により、時間的・空間的な制約を超えた学びや個々のニーズに応じた個別最適

な学びなど、新しい技術を活用した様々な学びの在り方が可能になる。先端技術を活用した学びの

利点を最大限生かし、取組を更に充実・発展していくことが求められる。 

   ② 国民全体がデジタル社会へ対応していくために、ＡＩリテラシーを含む高度なデジタルリテラシー

を向上させていくとともに、住民の安全や命を守ることにもつながるよう、ＩＣＴ機器を利用できる

者とできない者の格差（デジタル・ディバイド）の解消を図ることが重要である。 

 

３３  新新ししいい時時代代のの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育のの広広ががりりとと充充実実にに向向けけてて  

  ((11))  新新ししいい時時代代のの学学びびのの在在りり方方  

   ① いわゆる講義形式で知識をインプットする「学び」だけでなく、疑問をもち、課題を見付け、考

えを発信し、他者と共に考え、新たな考えを創造するといったことも「学び」の重要な要素となる。

これに加え、生成ＡＩ等の先端技術を使いこなし、自らの思考を拡張させる学びが求められる。 

   ② 様々な背景を有する多様な世代の人たちがつながり、共に学び合うことにより、新たなアイデア

が生まれ課題解決につながることや、他者を理解し、受け入れ、共生する社会の実現につながるこ

とが期待される。 

  ③ 新しい技術を活用した「オンラインによる学び」と、「対面による学び」を最適に組み合わせた 

「ハイブリッド型の学び」により、個々の状況に応じた個別最適な学習がさらに豊かになる。 

 

  ((22))  「「命命をを守守るる」」生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

   ① 未知の感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり課題解決に向けて共に学び合っ

たりする機会の充実は、あらゆる人々の「命を守る」ことに直結する。 

   ② 「誰一人として取り残さない」包摂的な社会の実現のため、様々な人たちに必要な学びの機会を

設けることが重要である。そのために、学びを通じて人々の生命や生活、心の健康を守る「命を守

る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要となる。 

 

  ((33))  推推進進ののたためめのの方方策策  

   ① 学びの活動をコーディネートする人材の育成・活用 

    ア 社会教育士の取組事例や成果を具体的に紹介し、多様な場での活躍を促進する。 

    イ 多様な人材が社会教育主事講習を受講できるよう、オンライン等による受講機会の確保などの

条件を整備する。 

   ② 新しい技術を活用した「つながり」の拡大  

    ア ＭＯＯＣｓ（大規模公開オンライン講座）や放送大学などの積極的な活用をこれまで以上に推

進する。 

    イ 社会教育施設におけるＩＣＴ環境の整備推進のため、既存財源の活用や企業との協働等の創意

工夫を凝らした取組を促進する。 
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    ウ デジタル・ディバイド解消のため、社会教育施設等でのＩＣＴリテラシー、ＡＩリテラシーを

身に付ける学習機会を充実させる。 

   ③ 学びと活動の循環・拡大 

    ア 生涯学習の分野におけるＩＣＴ等を活用した学習履歴の可視化について、推進方策を検討する。 

    イ より多くの人たちが自主的に学びの活動に参画するような工夫として、ボランティア活動をポ

イント化し、それを地域での購買や学校等への寄附に利用できるようにするといった特色のある

取組を推進する。   

④ 個人の成長と社会の発展につながるリカレント教育の推進  

    ア 大学や専門学校等と産業界が連携した実践的な教育プログラムを開発・拡充する。  

    イ 大学や専門学校等における遠隔授業のリカレント教育への活用を積極的に推進する。 

    ウ リカレント教育を支える専門人材の育成に取り組む。 

   ⑤ 各地の優れた取組の支援と全国展開  

     先進的な事例等の分かりやすい形での情報提供や、関係者がノウハウ等を共有する機会を充実さ

せる。 

 

４４  生生涯涯学学習習とと学学校校教教育育  

  ((11))  開開かかれれたた学学校校づづくくりり  

    学校は地域における学習活動の身近な拠点となり得る施設であり、学校外の学習活動の振興におい

ても大きな役割を果たすものである。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、地域でど

のような子供たちを育てるのかという目標を保護者や地域住民と共有し、地域と一体となって子供た

ちを育てていくことが重要である。 

 

  ((22))  学学校校・・家家庭庭・・地地域域のの連連携携  

    教育基本法の改正では、教育を貫く重要な理念として「生涯学習の理念」が明記され、加えて「家庭

教育」「社会教育」「学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力」等の新設・改正等、子供は「社会の宝

物」として、社会全体で子育てに取り組むことの重要性を打ち出している。 

    さらに、平成29年に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく「コミュニ

ティ・スクール」と、同年に改正された「社会教育法」に基づく「地域学校協働活動」とが一体的かつ

強力に推し進められている。学校が保護者や地域住民などと教育課程に関する情報や課題・目標を共

有するとともに、地域の人的・物的資源を活用しながらＰＤＣＡサイクルを機能させ、教育活動の展

開を可能にするこの取組は、未来を担う子供の成長を支援することはもとより、持続可能な地域づく

りにもつながる施策である。 

 

５５  学学習習指指導導要要領領のの基基本本的的なな方方向向性性  －－学学校校教教育育とと社社会会ととのの連連携携－－  

  学習指導要領に関する中央教育審議会答申（平成28年12月21日）によると、グローバル化が進展し複雑

で加速度的に変化する社会の中で、子供たちが自らの人生や社会をよりよく変えていくために必要な力

を身に付けるためには、予測できない変化に自ら向き合い、主体的に学び続けようとする姿勢が重要であ

ると指摘されている。また、生成ＡＩ等の急速な普及により、知識の習得だけでなく「情報の真偽を見極

める力」や「問いを立てる力」がより一層重視されている。 

  そのような姿勢を育てるためには、自らの意志により生涯を通じて学びに向き合い、自らの可能性を高

めていこうとする生涯学習に取り組める環境が大切になってくる。その環境づくりのためには、学校が家
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庭や地域との連携を強め、様々な機会や場所を捉えて、家庭や地域と協働しながら児童生徒の教育に当た

る必要がある。 

 

  ((11))  社社会会にに開開かかれれたた学学校校、、社社会会にに開開かかれれたた教教育育課課程程  

    児童生徒が変化の激しい社会を生きていくためには、身近な地域を含めた社会とのつながりの中で

学ぶことが大切であり、その実現に向けて学校が社会に開かれた存在になることが求められている。 

    そのためには、児童生徒に必要な力や、よりよい社会を創るための目標を社会と共有し、連携しなが

ら教育に当たることや、地域の人的・物的教育資源を積極的に活用することが重要である。 

 

  ((22))  社社会会ととのの連連携携・・協協働働をを通通じじたた学学習習指指導導要要領領等等のの実実施施（（家家庭庭・・地地域域ととのの連連携携・・協協働働））  

    学校が家庭や地域と連携を強め、目標やビジョンを共有し、地域の様々な人材を活用しながら、子供

たちの成長に向けて、学校、家庭、地域が全体としてバランスのとれた教育を展開していくことが重要

となる。 

 

６６  生生涯涯学学習習のの実実践践者者ととししてて  

  未知の世界に挑戦していく子供たちを育てる者として、教職員自らが「学び続ける＝生涯学習」の実践

者であるべきことは言うまでもない。知識や教養、技術はもちろん、自分自身の生き方や子供たちとの接

し方など、学び続けることで自分自身をアップデートし、ウェルビーイングの向上を図っていくことが大

切である。 

 

＜参考（引用）文献＞ 

  ・（※１）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な

方策等について」（答申） 平成28年12月 中央教育審議会 

  ・（※２）「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」（答申) 

      平成30年12月 中央教育審議会 

  ・（※３）「令和５年度 教育振興基本計画 Ⅱ.今後の教育政策に関する基本的な方針」文部科学省 

 

 

 

 

 

 

（※１）     （※２）    （※３） 

 

 

- 173 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

年年間間研研修修計計画画（（例例））  

    素素養養  授授業業力力・・学学習習指指導導  担担任任力力・・生生徒徒指指導導  特特別別なな配配慮慮・・支支援援  ＩＩＣＣＴＴのの活活用用  

校校  

内内  

研研  

修修  

４４月月  

５５月月  

６６月月  

７７月月  

８８月月  

９９月月  

1100月月  

1111月月  

1122月月  

１１月月  

２２月月  

３３月月  

          

          

          

          

校校  

外外  

研研  

修修  

フフ
レレ
□□
シシ
□□
研研
修修
ⅠⅠ  

○倫理・服務 
（４月） 

○ﾒ ﾝ ﾀ ﾙ ﾍ ﾙ ｽ 
○ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

（７月） 
○働き方改革 

（９月） 
○安全教育 

（11 月） 
○ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 

（１月） 
○教職ｷ ｬ ﾘ ｱ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
（２月） 

○授業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修Ⅰ 
（５～６月） 

○授業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修Ⅱ 
（７月～１月） 

○道徳教育  （８月） 
○特別活動  （８月） 
○人権教育  （９月） 

 

○学級・HR 経営Ⅰ 
（４月） 

○ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 
(家庭地域連携) 

（７月） 
○学級・HR 経営Ⅱ 

（８月） 
○生徒指導 

（９月） 
○キャリア教育 

（11 月） 
○教育相談 

（１月） 

○特別支援教育Ⅰ 
（８月） 

○特別支援教育Ⅱ 
［ｅラーニング］ 

（８～11 月） 

○学校事務 
（４月） 

○授業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ
研修Ⅰ 
（５～６月） 

○授業ｽｷﾙｱｯﾌﾟ
研修Ⅱ 
（７～１月） 

○情報教育 
（７月） 

フフ
レレ
□□
シシ
□□
研研
修修
ⅡⅡ  

○企業等研修 
（７～８月、 
10～11 月） 

○教職ｷ ｬ ﾘ ｱ 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

（１月） 

○授業力の向上（５月） 
○模擬授業研修 
（ミドルリーダー研修と
合同） 

（８月、９月）
○班別研修（研究授業） 

（９月～1 月）

○ポジティブ行動
支援で授業づく
り 

（１月） 

○ポジティブ行動支
援で授業づくり 

（１月）

○ＩＣＴを活用 
した学力の向 
上  （５月） 

○班別研修（研 
究授業） 
（９～１月） 

研研修修計計画画作作成成のの手手順順 
 １ 学習者のニーズ調査を行う。 
 ２ 学習者のニーズや学校の実態を踏まえ、年間研修計画を作成する。 
   その際、次の事項に留意する。 
  (1）とくしま教員育成指標を活用する。 
  (2) 総合教育センター等の校外研修との関連を踏まえる。 
  (3) 管理職の指導・助言を受ける。 
 ３ 『とくしま教職員研修のしおり（フレッシュ研修Ⅰ・Ⅱのしおり）～新たな教師の学びに向けて～』 
   を活用する。 
 ４ ベテラン教職員の培ってきた教育財産を積極的に活用する。 
 ５ 主体的な研修となるよう、常に研修内容や方法等の見直しを図る。 

「「徳徳島島型型メメンンタターー制制度度ⅡⅡ」」にによよるる研研修修のの年年間間計計画画ににつついいてて  

 ※項目によっては、複数の資質・能力の内容を含んでいる。

Ⅱ-4 教員の心得 
(P.19) 

Ⅲ-13 防災・安全 
教育 

(P.128) 

Ⅲ-3 学習指導 
(P.４１) 

Ⅲ-7 特別活動 

(P.７７) 

Ⅲ-10 人権教育 
(P.１１４) 

Ⅲ-6 総合的な学 
習（探究）の 
時間 (P.７０) 

Ⅲ-4 道徳教育 

(P.６０) 

Ⅲ-12 食育 
(P.１２５) 

Ⅲ-8 学級・ホーム 

ルーム経営 
(P.90) 

Ⅲ-9 生徒指導 
(P.97) 

Ⅲ-20 キャリア教育 
(P.157) 

Ⅲ-14 特別支援教育 

(P.132) 

Ⅲ-17 情報教育 
(P.141) 

Ⅱ-5 学校事務 
(P.21) 

フ
レ
ッ
シ
ュ
研
修
Ⅰ 

授
業
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
Ⅱ 

フ
レ
ッ
シ
ュ
研
修
Ⅱ 

班
別
研
修 

資質・ 
 能力 
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